
1

R3.12.3 vol.3

消費税仕入控除税額等に関するＱ＆Ａ

【返還額ありの事業者用】

№ 質問 回答

１

交付金返還額の計算方法や報告

書様式への記載方法について教え

てほしい。

本ＱＡの２～３ページをご確認ください。

別途エクセル報告様式による具体的な記載例を仕入控

除税額の計算方法（全額控除、個別対応方式又は一括比

例配分方式）ごとに、福祉指導課ホームページで御案内

していますので、ご確認ください。

また、詳細は、税理士等にご確認ください。

【参考】消費税のあらまし（R3.6 国税庁）

URL：https://www.nta.go.jp/publication/pamph/

shohi/aramashi/01.htm

２

別紙４ｰ①～③（計算書）の「６

交付金にかかる消費税等の仕入控

除税額」の「（１）交付金の使途（補

助対象経費）の内訳」の合計欄が

一致すべき「精算額調書」の数字

とはなにか。

実績報告書提出時に提出いただいた、「別紙２（精算額

調書」の「法人計」のシートの数字です。

「精算額調書」は、本ＱＡ４ページに掲載しています

ので御確認ください。

３
課税期間が２期にわたる場合

は、どうしたらよいか。

計算書（別紙４－①、②又は③）のシートをコピーし、

それぞれの課税期間について計算書を作成してくださ

い。

様式第５号の「３ 消費税及び地方消費税の申告によ

り確定した消費税仕入控除税額等」には、２つのシート

でそれぞれ計算した結果の合計額を記載してください。

４
消費税率が８％のものを一部購

入しているがどうしたらよいか。

計算書（別紙４－①、②又は③）は、消費税率 10％用

で作成しています。計算書のシートをコピーし、計算式

を消費税率８％用に修正してご利用ください。

様式第５号の「３ 消費税及び地方消費税の申告によ

り確定した消費税仕入控除税額等」には、税率 10％のシ

ートで計算した結果と、税率８％のシートで計算した結

果の合計額を記載してください。
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「返還額が０円」以外の場合には、消費税等に係る仕入控除税額が発生

しますので、次のとおり計算の上、県に報告してください。（※１）

「計算書」（別紙４ー①～③のいずれか）により報告してください。

①課税売上割合が 95％以上かつ課税売上高５億円以下の場合(全額控除)

補助金額 × × 10/110＝返還額（円未満切捨）

②課税売上割合が 95％未満又は課税売上高が５億円超の場合

ア 一括比例配分方式を採用している場合

補助金額 × × 課税売上割合 × 10/110 = 返還額

イ 個別対応方式を採用している場合

返還額Ａ＋返還額Ｂ＝返還額

Ａ 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金

補助金額 × × 10/110 = 返還額Ａ

Ｂ 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用

された補助金

補助金額× ×課税売上割合 × 10/110 ＝返還額Ｂ

補助対象経費のうち

課税仕入額

補助対象経費

補助対象経費のうち

課税売上対応分

補助対象経費

補助対象経費のうち

共通対応分

補助対象経費

（円未満切捨）

（円未満切捨）

（円未満切捨）

（Ｑ＆Ａの No.１関係） 返還額の計算方法

補助対象経費のうち

課税仕入額

補助対象経費

※１ 補助対象経費に課税仕入と非課税仕入が混在する場合、補助対象経費に含まれる課税仕入と非課税仕

入の割合により補助金額を按分し、課税仕入に係る補助金のみを計算対象とします。

ただし、消費税の税務申告において交付金の使途を明確にしている場合には、課税仕入に使用した補

助金のみを計算対象（計算式中「補助対象経費」とあるのは「補助金額」と読み替え）とします。
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（Ｑ＆Ａの No.１関係）消費税及び地方消費税の確定申告書（一般課税の場合）

控除税額の計算方

法はこの欄で確認

してください。

計算書の課税売上割合

の計算式には、⑮（課税

資産の譲渡等の対価の

額）と、⑯（試算の譲渡

等の対価の額）を記載し

てください。

付表２

第３-(1)号様式
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別添２(法人計）

法人名

(単位：円）

総事業費　
事業における寄付金そ

の他収入額
差引事業費
（ＡーＢ）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） (Ｆ)

円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 

②感染症対策を徹底した
上での介護サービス提供
支援事業

0 0 0 0 0 0 

③在宅サービス事業所に
よる利用者への再開支援
への助成事業

0 0 0 0 0 0 

④在宅サービス事業所に
おける環境整備への助成
事業

0 0 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 0 0 

(注）１　交付決定を受けた事業所ごとに、記入例を参考に、該当のある事業の各欄に記入すること。

　　 ２　（Ｅ）欄に、（Ｃ）の額（③以外は千円未満を切り捨てた額）と（Ｄ)の額を比較して、少ない方の額が表示されていることを確認すること。

精算額調書（法人計）

実績

事業区分

交付金受入済額
（交付決定額）

交付金
確定額

（実績額）

差引額
（精算額）

（Ｅ）－（Ｄ)

①介護慰労金事業

（Ｑ＆Ａの No.2 関係）別紙４と実績報告の「精算額調書」とのチェックポイント

一括比例配分方式の場合

※他の方式の場合も、精算額調書とのチェックポイントは同じです。

別紙４ー③ （計算書③　 一括比例配分方式）

に記載してください。

金額は全て「円単位」です。

１　補助事業等の名称

      新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）

「C」欄の合計と数字が一

致していることを確認し

てください。

※ただし、消費税の税務申告

において交付金の使途を

明確にしている場合には、

交付確定額と一致します。

５　交付金確定額　

円

６　交付金にかかる消費税等の仕入控除税額

（１）交付金の使途（補助対象経費）の内訳 （単位：円）

課税売上対応分 非課税売上対応分 共通対応分

計

（2） 課税売上割合

事業所名称 サービス種類 課税仕入 非課税仕入 合計

交付確定通知の交付確定額と一致してい

ることを確認してください。

「精算額調書」は、実績

報告提出時にご提出い

ただいた資料です。

「法人計」であることを

確認してください。


